
受付担当者

同居家族
　□なし　 　□配偶者　 　□子供（　　　人）　 　□父　　 □母　　 □祖父 　　□祖母

　□兄弟姉妹（　　　人）   □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　）

本籍

（ﾌﾘｶﾞﾅ）
氏　　名

（自宅）　    　　   -  　   　　　-　　    

（携帯）　     　　　-　　     　　-　　

🏣

 Ｓ ・ Ｈ　　　　年　　月　　日　　（　　　歳）

　□農業次世代人材投資事業（準備型）　□農業次世代人材投資事業（経営開始型）

現住所
🏣　　　　-

生年月日

連絡先

補助事業
の活用

　□その他　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　□なし

面談日

令和　　年　　月　　日

男　・　女

新規就農希望者　面談票

　　　就農を円滑に進めるため、面談内容を就農支援機関で共有することに同意の上、以下の項目に
　　ついて、チェック欄に☑または必要事項をご記入ください。

整理番号 確認者

実家の状況 　□農家（作物　　　　　　　　　　　　　）　　　　　□非農家

就農に対する
家族の理解

　□あり　　□なし

□ 認定新規就農者

その他（家族連絡先・FAX・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ等）

性別

【既に活用している事業】

農業従事
予定者

　□なし　 　□配偶者　 　□子供（　　　人）　 　□父　　 □母　　 □祖父 　　□祖母

　□兄弟姉妹（　　　人）   □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　）

農業経験
　□なし　　□農業に従事（常時・　　　年程度） 　□農業に従事（不定期・　　年程度）

　□農業関係学校（　　　　　　　　　　　　　　   ）　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

現在の職業

現在の所得

　□農業　□会社員　 □自営業　 □学生　 □パート・アルバイト　□その他（  　　　 　）

　【具体的な業務内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

　□あり（　　　　　　　　万円／年　程度）　　□なし　

自己資金
　□あり（　　　　　　　　万円／年　程度）　　□なし

　                  ※営農面232万円/年、生活面159万円/年必要（2016年度全国就農相談センター調査結果より）

農　　地
　□あり（本人名義 ・借地）　　□なし（購入または賃借予定）　　□なし

　園地住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面積　　　　　　ａ （　　　町　　　反）

所有機械・
施設等

資　　格

　□貨物自動車　　□トラクター　　□草刈機　　□スピードスプレーヤー　　□管理機　

　□コンバイン　　□作業小屋　　□ビニールハウス　　

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□普通自動車免許　　□大型特殊免許　　□簿記　

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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　□あり（予定地：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　□未定　　□なし

補助事業の
活用予定

　□あり（□農業次世代人材投資事業（準備型）　　□農業次世代人材投資事業（経営開始型）

　□その他（　　　　　　　　　　　　　）　□活用中　　　　□活用しない

作付予定作物：　　　　　　　　　　　　　　　　□未定

農業所得目標額 　（　　　　　　　　　　）万円／年　程度

【農業に従事したいと思った理由】

就農の目的

理　由

作付予定作物：　　　　　　　　　　　　　　　　□未定

作付予定作物：　　　　　　　　　　　　　　　　□未定

作付予定作物：　　　　　　　　　　　　　　　　□未定

農業研修予定

【就農の目的および作物】

　りんご、桃、ぶどう、洋梨、さくらんぼ、プルーン

　稲、麦、大豆

果　　樹

米　　穀

就農に向けた準備
【ＪＡ取扱作物紹介】

　共同選果：　ピーマン、トマト、嶽きみ
野　　菜

　個人選果：　ミニトマト、アスパラガス、きゅうり、ねぎ、枝豆

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□農業収入のみで生活したい

　□兼業農家として農業をやりたい

　□農業法人等で働きたい

　□農業体験をしたい

ＪＡ記入欄

【面談時の対応】

反社会的勢力
の排除

　
　　１　新規就農希望者は農協に対し、次の各号の事項を表明し確約する　
　　（１）次に掲げる事項に該当しないこと
　　　イ　暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその
　　　　　構成員（以下総称して「反社会的勢力」という）ではないこと　
　　　ロ　役員（取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をい
　　　　　う）が反社会的勢力ではないこと　
　　（２）　反社会的勢力と社会的に非難される関係を有していないこと
　　（３）　不当な要求行為をしないこと
　　（４）　その他、業務内容が公序良俗に違反すると認められるときる行為
　　

　　　令和　　　年　　　月　　　日　　　    　　氏　名　　　                       　＿

その他
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